
加古川市家庭用省エネ設備導入補助金交付要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、市内の家庭用省エネ設備導入促進を図るため、予算の範囲内に

おいて、加古川市家庭用省エネ設備導入補助金（以下「補助金」という。）を交付す

ることについて、加古川市補助金等交付規則（昭和61年規則第30号。以下「規則」

という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

 （補助金の種類等） 

第２条 この要綱において、補助の対象とする事業（以下「補助事業」という）は、

当該年度に実施する高効率給湯器の更新事業とし、別表１に定める要件に適合した

ものをいう。 

２ 補助対象となる経費及び補助額は別表２のとおりとする。 

 

 （補助金の交付申請） 

第３条 補助金の交付申請をしようとする者（以下「補助申請者」という。）は、別

表３に掲げる期限までに加古川市家庭用省エネ設備導入補助金交付申請書（様式第

１号）に別表４に定めるものを添えて市長に提出しなければならない。 

 

 （補助金の交付申請の受付） 

第４条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請を受付順にて受け付ける。 

２ 申請のあった額の総額が予算額に達したときは、受付を終了する。この場合にお

いて、予算額を超えた日に複数の申請があったときは、予算額を超えた日におけ

る申請の中で抽選により補助対象者となる優先順位を決定するものとする。 

３ 市長は、前項の規定により受付を終了した場合において、必要があると認めると

きは、申請書が市に到達した順に補欠受付を行うことができる。 

 

 （補助金の交付決定及び額の確定） 

第５条 市長は、規則第６条の規定により補助金の交付の可否を決定したときは、加

古川市家庭用省エネ設備導入補助金／交付／不交付／決定及び確定通知書（様式第

４号）により、速やかにその旨を補助申請者に通知するものとする。 

 



（補助金の交付請求及び交付） 

第６条 補助事業者は、前条の規定により補助金の額が確定したときは、加古川市家

庭用省エネ設備導入補助金交付請求書（様式第５号）を市長に提出しなければなら

ない。 

２ 市長は、前項の規定に基づく請求があったときは、その内容を審査し、適正であ

ることを確認のうえ、速やかに補助事業者に補助金を交付する。 

 

（手続代行者） 

第７条 補助申請者又は補助事業者は、次に掲げる各号について対象設備を工事する

者等（以下「手続代行者」という。）に対して、これらの手続きを委任状（様式第

６号）により委任することができる。 

（１）第３条に規定する補助金の交付申請 

（２）第６条に規定する補助金の交付請求 

２ 手続代行者は、委任された手続きを正確かつ誠意をもって履行し、補助金に係る

手続きの委任を通じて補助申請者又は補助事業者に関して知り得た情報を個人情

報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）に従って取り扱わなければならない。 

３ 市長は、手続代行者が第１項に規定する手続きを偽りその他不正な行為等を行っ

た疑いがあるときは、必要に応じて調査を実施し、不正な行為等が認められたとき

は当該手続代行者の名称及び不正の内容を公表し、当分の間、手続きの代行を認め

ないことができる。 

 

（財産の処分の制限等）  

第８条 補助事業者は、補助金の交付を受けて取得した財産（以下「取得財産」とい

う。）については、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従

って、その効率的な運用を図らなければならない。  

２ 補助事業者は、設置から減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年３月

31日大蔵省令第15号）に規定される耐用年数（以下「法定耐用年数」という。）期

間内において、取得財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、

貸し付け、担保に供し又は取壊（廃棄を含む。）（以下「処分」という。）しては

ならない。ただし、あらかじめ加古川市家庭用省エネ設備導入補助金取得財産処分

届出書（様式第７号）を市長に提出したときは、この限りでない。 

３ 市長は、前項の届出があった場合において、交付した補助金のうち取得財産を処



分した日から、設置から法定耐用年数期間が経過する日までの期間に相当する金額

を返還させることができる。 

 

（書類等の保管） 

第９条 補助事業者は、当該事業について経理を明らかにする工事請負契約書及び領

収書（以下「書類等」という。）を備え、補助金を受けた日に属する年度の翌年度

から５年間保管しなければならない。ただし、取得財産等について前条に規定する

財産処分の制限がある期間内は、書類等を保存しなければならない。 

２ 前項の規定に基づき保管するべき書類等のうち、電磁的記録により保管が可能な

ものは、電磁的記録によることができる。 

 

（協力）  

第10条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、次に掲げる事項について協力を求

めることができる。  

（１）対象設備の省エネ効果に関する情報提供 

（２）市が進めるゼロカーボン推進施策に関する協力を依頼する事項  

（３）その他市長が必要と認める書類 

２ 補助金の交付を受けた者は、前項の調査について、市長から協力を要請された場

合は、これに応じ、必要な書類を提出しなければならない。 

 

（補則） 

第11条 市長は、この要綱に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和６年６月17日から施行する。 

 （失効） 

２ この要綱は、令和９年３月 31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交

付を決定した補助金に対する第８条から第 11条までの規定の適用については、な

おその効力を有する。 

附 則 

 （施行期日） 



１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の加古川市家庭用省エネ設備導入補助金交付要綱の規定

は、令和７年度以後の年度の予算の執行について適用し、令和６年度の予算の執行

については、なお従前の例による。  



別表１（第２条関係） 

要件 

（１）市内に住民登録を有する個人であり、常時居住する市内の住居であること。 

（２）市税を滞納していない者の事業であること。 

（３）導入する設備は、次のいずれにも該当しないこと。 

  ア 中古設備の導入 

  イ リース契約による設備導入 

（４）性能の保証、設置後のサポート等がメーカー等によって確保されているもの。 

（５）各種法令等に遵守した設備であること。 

（６）従来型の給湯器を入れ換えるものであること。 

（７）導入する給湯器は次に掲げるいずれかであること。 

ア 電気ヒートポンプ給湯機（エコキュート） 

イ ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機（ハイブリッド給湯機） 

（８） 国の補助金（市長が別に定めるものに限る。）（以下「省エネ補助金」という。」）

の交付決定を受けていること。 

（９）「省エネ補助金」以外の、国、県その他の団体の負担又は補助を得て実施する

設備導入でないこと。 

 

 



別表２（第２条関係） 

補助対象となる経費 補助額 

「省エネ補助金」の補助対象となった経

費 

15万円から「省エネ補助金」の交付決定

額を差し引いて得た正の整数を補助額

とする。 

 

  



別表３（第３条関係） 

  

交
付
申
請
期
限 

【令和６～７年度】 

令和６年４月１日以降の契約で、「省エネ補助金」の交付決定日から６か

月以内。 

【令和８年度】 

「省エネ補助金」の交付決定日から６か月以内又は令和８年 12月 28日ま

でのいずれか早い日までとする。 



別表４（第３条関係） 

添付書類 

（１）対象設備について、「省エネ補助金」の補助を受けたことを証する「交付決

定と振込のお知らせ」の写し 

（２）運転免許証、マイナンバーカード又は住民票の写しなど市内に住民登録を有

することが確認できる書類の写し 

（３）別表２に掲げる経費の内訳、従前設備の撤去について明記された工事請負契

約書等の写し 

（４）別表２に掲げる経費に係る領収証等の写し 

（５）誓約書（様式第２号） 

（６）加古川市市税確認承諾書（様式第３号） 

（７）委任状（様式第６号）（手続きを委任する場合） 

（８）その他市長が必要と認める書類 

 


